




　このはかりは次の点にご注意のうえ正しくご使用下さい。

　　　分　類
　　　このはかりは取引証明に使用する“取引証明用”と取引証明に使用することがで
　　きない“取引証明以外用”があります。

　　　識　別
　　　取引証明用であるか、取引証明以外用であるかは下記により識別します。
　　　●取引証明用の場合は、指示計部の裏面に図Aの仕様銘板が取り付けられてい
　　　　ます。
　　　●取引証明以外用の場合は、指示計部の裏面に図Bの仕様銘板が取り付けられ
　　　　ています。また指示計部表面に〔取引証明以外用〕と印刷したシールが貼られ
　　　　ています。

　　　使用目的の制限
　　　●取引証明用の場合は、特に制限はありません。
　　　●取引証明以外用の場合は目安用であり、計量した計量値を基にした取引及び
　　　　証明を行うことはできません。

図A
取引証明用

図B
取引証明以外用











付属の電池は工場出荷時にモニター電池用として
納めていますので、電池寿命が短くなっている場合
があります。











（表示なし）

または
電池の残量がなくなるといず
れかの状態になり、計量でき
ません。

点灯後約５０時間で電池が
切れます。新しい電池と交
換してください。





注）乾電池は、メーカー型式や保存状態、使用環境により性能が
　　大きく変わります。
付属電池はモニター用のため、早めにお取り替えください。



M A N .  N O.  C C - 1 8 4 A - 0 3 B - J A 0 9 1 0 2 0 0 0 M a


